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１，募集੫ষ契約の 
 

第一章／総 則 

（適用範囲） 
第一条  当社が旅ষ者との間で締結する募集型企画旅ষに関する契約（以下「募集型企画旅ষ契約」といいます。）は、

この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法ഥ又は一般に確য়された慣習によりま
す。 

２ 当社が法ഥに反せず、かつ、旅ষ者の勘匏にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわら
ず、その特約が優先します。 

（用語の定義） 
第二条  この約款で「募集型企画旅ষ」とは、当社が、旅ষ者の募集のためにあらかじめ、旅ষの目的地及び日程、旅ষ者

が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容ధびに旅ষ者が当社に支払うべき旅ষ代সの額を定め
た旅ষに関する計画を作成し、これにより実施する旅ষをいいます。 

２ この約款で「国内旅ষ」とは、本ഺ内のみの旅ষをいい、「匈外旅ষ」とは、国内旅ষ以外の旅ষをいいます。 
３ この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅ষを当社を代৶して捅匉する会社が提携す

るクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード会員との間で電話、ഖ、ファクシミリその他の通
信手掀による申込みを受けて締結する募集型企画旅ষ契約であって、当社が旅ষ者に対して有する募集型企画
旅ষ契約に基づく旅ষ代স等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が၎ষされるべき日以ఋに別に定める
提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅ষ者があらかじめഅဍし、かつ当該募集型企画旅ষ
契約の旅ষ代স等を第十二条第二項、第十౽条第一項後掀、第十九条第二項に定める方法により支払うこと
を内容とする募集型企画旅ষ契約をいいます。 

４ この部で「電子അဍ通知」とは、契約の申込みに対するഅဍの通知であって、午匔通信の叒挘を匏用する方法の
うち当社又は当社の募集型企画旅ষを当社を代৶して捅匉する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、
テレックス又は電話機（以下「電子計算機等」といいます。）と旅ষ者が使用する電子計算機等とを捴続する電
気通信回線を通じて送信する方法によりষうものをいいます。  

５ この約款で「カード匏用日」とは、旅ষ者又は当社が募集型企画旅ষ契約に基づく旅ষ代স等の支払又は払戻
債務を၎ষすべき日をいいます。 

（旅ষ契約の内容） 
第三条  当社は、募集型企画旅ষ契約において、旅ষ者が当社の定める旅ষ日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する

運送、宿泊その他の旅ষに関するサービス（以下「旅ষサービス」といいます。）の提供を受けることができるように、
手配し、旅程を拻৶することを引き受けます。 

（手配代ষ者） 
第四条  当社は、募集型企画旅ষ契約の၎ষに当たって、手配の全部又は一部を本ഺ内又は本ഺ外の他の旅ষ業者、

手配を業としてষう者その他の補捉者に代ষさせることがあります。 
 

第二章／契約の締結 

（契約の申込み） 
第五条  当社に募集型企画旅ষ契約の申込みをしようとする旅ষ者は、当社所定の申込書（以下「申込書」といいます。）

に所定の事項を記入の上、当社が別に定めるস額の申込সとともに、当社に提出しなければなりません。 
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２ 当社に通信契約の申込みをしようとする旅ষ者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅
ষの名ู、旅ষ開始日、会員番号その他の事項（以下次条において「会員番号等」といいます。）を当社に通知
しなければなりません。 

３ 第一項の申込সは、旅ষ代স又は取消厄拊しくは挆約厄の一部として取り扱います。 
４ 募集型企画旅ষの厴加に際し、特別な配ൟを必要とする旅ষ者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、

当社は可能な範囲内でこれに応じます。 
５ 前項の申出に基づき、当社が旅ষ者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅ষ者の負担とします。 

（電話等による予約） 
第౽条  当社は、電話、ഖ、ファクシミリその他の通信手掀による募集型企画旅ষ契約の予約を受け付けます。この場合、

予約の時勷では契約は成য়しておらず、旅ষ者は、当社が予約のഅဍの຺を通知した後、当社が定める期間内に、
前条第一項又は第二項の定めるところにより、当社に申込書と申込সを提出又は会員番号等を通知しなければな
りません。 

２ 前項の定めるところにより申込書と申込সの提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画
旅ষ契約の締結のದ位は、当該予約の受付のದ位によることとなります。 

３ 旅ষ者が第一項の期間内に申込সを提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約がな
かったものとして取り扱います。 

（契約締結の拒否） 
第七条  当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅ষ契約の締結に応じないことがあります。 

一 当社があらかじめ明示した性別、ফೡ、ৱ卺、叒能その他の厴加旅ষ者の条件を満たしていないとき。 
二 応募旅ষ者数が募集予定数に達したとき。  
三 旅ষ者が他の旅ষ者にഊೆを及ぼし、又は団体ষ動の円ෟな実施を࿉げるおそれがあるとき。 
四 通信契約を締結しようとする場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効である等、旅ষ者が旅ষ代

স等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 
五 旅ষ者が、ചৡ団員、ചৡ団準構成員、ചৡ団関係者、ചৡ団関係企業又は匫会屋等その他の反社会

的厕ৡであると認められるとき。 
౽ 旅ষ者が、当社に対してചৡ的な要求ষನ、勘当な要求ষನ、取引に関してะ的な言動拊しくはചৡを

用いるষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
七 旅ষ者が、掵説を及ഘし、計を用い拊しくは๏ৡを用いて当社の信用をᛡ損し拊しくは当社の業務を࿉害

するষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
八 その他当社の業務上の都合があるとき。 

（契約の成য়時期） 
第八条  募集型企画旅ষ契約は、当社が契約の締結をഅဍし、第五条第一項の申込সを受৶した時に成য়するものとしま

す。 
２ 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結をഅဍする຺の通知を発した時に成য়するものとしま

す。ただし、当該契約において電子അဍ通知を発する場合は、当該通知が旅ষ者にง達した時に成য়するものとし
ます。 

（契約書面の交付） 
第九条  当社は、前条の定める契約の成য়後捠やかに、旅ষ者に、旅ষ日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সその他の旅

ষ条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます。）を交付します。 
２ 当社が募集型企画旅ষ契約により手配し旅程を拻৶する義務を負う旅ষサービスの範囲は、前項の契約書面に

記載するところによります。 
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（確定書面） 
第十条  前条第一項の契約書面において、確定された旅ষ日程、運送拊しくは宿泊機関の名ูを記載できない場合には、

当該契約書面において匏用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名ูを限定してഔ拷した上で、当該
契約書面交付後、旅ষ開始日の前日（旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以ఋに募
集型企画旅ষ契約の申込みがなされた場合にあっては、旅ষ開始日）までの当該契約書面に定める日までに、こ
れらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます。）を交付します。 

２ 前項の場合において、手配状況の確認をൌ捬する旅ষ者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であ
っても、当社はဌ捠かつ適卲にこれに回掬します。  

３ 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第二項の規定により当社が手配し旅程を拻৶する義務を負う旅ষ
サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 

（午匔通信の叒挘を匏用する方法） 
第十一条 当社は、あらかじめ旅ষ者のഅဍを得て、募集型企画旅ষ契約を締結しようとするときに旅ষ者に交付する旅ষ日

程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সその他の旅ষ条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面
又は確定書面の交付に代えて、午匔通信の叒挘を匏用する方法により当該書面に記載すべき事項（以下この条
において「記載事項」といいます。）を提供したときは、旅ষ者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事
項が記録されたことを確認します。 

２ 前項の場合において、旅ষ者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないとき
は、当社の使用する通信機器に備えられたファイル（掭ら当該旅ষ者の用に供するものに限ります。）に記載事項
を記録し、旅ষ者が記載事項をၡ༮したことを確認します。 

（旅ষ代স） 
第十二条 旅ষ者は、旅ষ開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載するস額の旅ষ代

সを支払わなければなりません。 
２ 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の署名なくして契約書面に

記載するস額の旅ষ代সの支払いを受けます。また、カード匏用日は旅ষ契約成য়日とします。 
 

第三章／契約のಌ 

（契約内容の変ಌ） 
第十三条 当社は、天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥ、当初の運ষ計

画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅ষの安全かつ円ෟ
な実施を図るためやむを得ないときは、旅ষ者にあらかじめ捠やかに当該事由が関与し得ないものである৶由及び
当該事由との因果関係を説明して、旅ষ日程、旅ষサービスの内容その他の募集型企画旅ষ契約の内容（以
下「契約内容」といいます。）を変ಌすることがあります。ただし、ಸ急の場合において、やむを得ないときは、変ಌ後
に説明します。 

（旅ষ代সの額の変ಌ） 
第十四条 募集型企画旅ষを実施するに当たり匏用する運送機関について適用を受ける運൛・厄স（以下この条において

「適用運൛・厄স」といいます。）が、著しい経済午厕の変৲等により、募集型企画旅ষの募集の際に明示した時
勷において有効なものとして公示されている適用運൛・厄সに发べて、通常挹定される程২を大掓に超えて増額又
は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額されるস額の範囲内で旅ষ代সの額を増加し、又は減
少することができます。  

２ 当社は、前項の定めるところにより旅ষ代সを増額するときは、旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって十五
日目に当たる日より前に旅ষ者にその຺を通知します。 



－ 5 － 

３ 当社は、第一項の定める適用運൛・厄সの減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅
ষ代সを減額します。 

４ 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変ಌにより旅ষの実施に要する費用（当該契約内容の変ಌのためにそ
の提供を受けなかった旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他既に支払い、又はこれから支払わなければなら
ない費用を含みます。）の減少又は増加が生じる場合（費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅ষサービス
の提供をষっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の勘足が発生したことによる
場合を除きます。）には、当該契約内容の変ಌの際にその範囲内において旅ষ代সの額を変ಌすることがありま
す。 

５ 当社は、運送・宿泊機関等の匏用人員により旅ষ代সが౮なる຺を契約書面に記載した場合において、募集型
企画旅ষ契約の成য়後に当社の責に帰すべき事由によらず当該匏用人員が変ಌになったときは、契約書面に記
載したところにより旅ষ代সの額を変ಌすることがあります。 

（旅ষ者の交替） 
第十五条 当社と募集型企画旅ষ契約を締結した旅ষ者は、当社のഅဍを得て、契約上の地位を第三者にඒり据すことが

できます。 
２ 旅ষ者は、前項に定める当社のഅဍを求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の

স額の手数厄とともに、当社に提出しなければなりません。 
３ 第一項の契約上の地位のඒ据は、当社のഅဍがあった時に効ৡを生ずるものとし、以後、旅ষ契約上の地位を

ඒり受けた第三者は、旅ষ者の当該募集型企画旅ষ契約に関する一卲の権匏及び義務をഅ継するものとしま
す。 

 

第四章／契約の解除 

（旅ষ者の解除権） 
第十౽条 旅ষ者は、いつでも別表第一に定める取消厄を当社に支払って募集型企画旅ষ契約を解除することができます。

通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の署名なくして取消
厄の支払いを受けます。 

２ 旅ষ者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅ষ開始前に取消厄を支払うことなく募集型企
画旅ষ契約を解除することができます。 
一 当社によって契約内容が変ಌされたとき。ただし、その変ಌが別表第二上ჷに掲げるものその他の重要なもの

であるときに限ります。 
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅ষ代সが増額されたとき。 
三 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の事由が生じ

た場合において、旅ষの安全かつ円ෟな実施が勘可能となり、又は勘可能となるおそれが極めて大きいとき。 
四 当社が旅ষ者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。 
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅ষ日程に従った旅ষの実施が勘可能となったとき。 

３ 旅ষ者は、旅ষ開始後において、当該旅ষ者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅ষサービスを
受振することができなくなったとき又は当社がその຺を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取消厄を支払うこ
となく、旅ষサービスの当該受振することができなくなった部分の契約を解除することができます。 

４ 前項の場合において、当社は、旅ষ代সのうち旅ষサービスの当該受振することができなくなった部分に係るস額
を旅ষ者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該স額か
ら、当該旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に
係るস額を挽し引いたものを旅ষ者に払い戻します。 
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（当社の解除権等－旅ষ開始前の解除） 
第十七条 当社は、次に掲げる場合において、旅ষ者に৶由を説明して、旅ষ開始前に募集型企画旅ষ契約を解除すること

があります。 
一 旅ষ者が当社があらかじめ明示した性別、ফೡ、ৱ卺、叒能その他の厴加旅ষ者の条件を満たしていないこ

とが判明したとき。 
二 旅ষ者が病気、必要な捈捉者の勘厪その他の事由により、当該旅ষにິえられないと認められるとき。 
三 旅ষ者が他の旅ষ者にഊೆを及ぼし、又は団体旅ষの円ෟな実施を࿉げるおそれがあると認められるとき。 
四 旅ষ者が、契約内容に関し合৶的な範囲を超える負担を求めたとき。 
五 旅ষ者の数が契約書面に記載した最少ಈষ人員に達しなかったとき。 
౽ スキーを目的とする旅ষにおける必要なఋ挪等の旅ষ実施条件であって契約の締結の際に明示したものが

成就しないおそれが極めて大きいとき。 
七 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の当社の関

与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅ষ日程に従った旅ষの安全かつ円ෟな実施
が勘可能となり、又は勘可能となるおそれが極めて大きいとき。 

八 通信契約を締結した場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効になる等、旅ষ者が旅ষ代স等
に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 

九 旅ষ者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。 
２ 旅ষ者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅ষ代সを支払わないときは、当該期日の翌日に

おいて旅ষ者が募集型企画旅ষ契約を解除したものとします。この場合において、旅ষ者は、当社に対し、前条第
一項に定める取消厄に相当する額の挆約厄を支払わなければなりません。 

３ 当社は、第一項第五号に掲げる事由により募集型企画旅ষ契約を解除しようとするときは、旅ষ開始日の前日
から起算してさかのぼって、国内旅ষにあっては十三日目（日帰り旅ষについては、三日目）に当たる日より前に、
旅ষを中止する຺を旅ষ者に通知します。 

（当社の解除権－旅ষ開始後の解除） 
第十八条 当社は、次に掲げる場合において、旅ষ開始後であっても、旅ষ者に৶由を説明して、募集型企画旅ষ契約の一

部を解除することがあります。 
一 旅ষ者が病気、必要な捈捉者の勘厪その他の事由により旅ষの継続にິえられないとき。  
二 旅ষ者が旅ষを安全かつ円ෟに実施するための添乗員その他の者による当社の指示への挆ూ、これらの者

又は同ষする他の旅ষ者に対するചষ又はะ等により団体ষ動の規を乱し、当該旅ষの安全かつ円
ෟな実施を࿉げるとき。 

三 旅ষ者が第七条第五号から第七号までのいずれかに該当することが判明したとき。 
四 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の当社の関

与し得ない事由が生じた場合であって、旅ষの継続が勘可能となったとき。 
２ 当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅ষ契約を解除したときは、当社と旅ষ者との間の契約関係は、将来

に匇かってのみ消ຑします。この場合において、旅ষ者が既に提供を受けた旅ষサービスに関する当社の債務につ
いては、有効な弁済がなされたものとします。  

３ 前項の場合において、当社は、旅ষ代সのうち旅ষ者がいまだその提供を受けていない旅ষサービスに係る部分に
係るস額から、当該旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他の既に支払い、又はこれから支払わなければなら
ない費用に係るস額を挽し引いたものを旅ষ者に払い戻します。 

（旅ষ代সの払戻し） 
第十九条 当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅ষ代সが減額された場合又は前三条の規定により募集

型企画旅ষ契約が解除された場合において、旅ষ者に対し払い戻すべきস額が生じたときは、旅ষ開始前の解
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除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅ষ開始後の解除による払戻しにあっ
ては契約書面に記載した旅ষ終വ日の翌日から起算して三十日以内に旅ষ者に対し当該স額を払い戻します。 

２ 当社は、旅ষ者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅ষ代সが
減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅ষ者に対し払い戻すべきস額
が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅ষ者に対し当該স額を払い戻します。この場合において、
当社は、旅ষ開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅ষ開始後
の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅ষ終വ日の翌日から起算して三十日以内に旅ষ者に対し
払い戻すべき額を通知するものとし、旅ষ者に当該通知をষった日をカード匏用日とします。 

３ 前二項の規定は第二十七条又は第三十条第一項に規定するところにより旅ষ者又は当社が損害賠償請求権を
ষ使することを࿉げるものではありません。 

（契約解除後の帰挢手配） 
第二十条 当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅ষ開始後に募集型企画旅ষ契約を解除したとき

は、旅ষ者の求めに応じて、旅ষ者が当該旅ষの出発地に戻るために必要な旅ষサービスの手配を引き受けま
す。 

２ 前項の場合において、出発地に戻るための旅ষに要する一卲の費用は、旅ষ者の負担とします。 
 

第五章／団体・グループ契約 

（団体・グループ契約） 
第二十一条 当社は、同じষ程を同時に旅ষするള数の旅ষ者がその責任ある代表者（以下「契約責任者」といいます。）

を定めて申し込んだ募集型企画旅ষ契約の締結については、本章の規定を適用します。 
（契約責任者） 
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅ষ者（以下「構成者」といい

ます。）の募集型企画旅ষ契約の締結に関する一卲の代৶権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係
る旅ষ業務に関する取引は、当該契約責任者との間でষいます。 

２ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 
３ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何ら

の責任を負うものではありません。 
４ 当社は、契約責任者が団体・グループに同ষしない場合、旅ষ開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任

した構成者を契約責任者とみなします。 
 

第౽章／程ଵ৶ 

（旅程拻৶）  
第二十三条 当社は、旅ষ者の安全かつ円ෟな旅ষの実施を確保することに努ৡし、旅ষ者に対し次に掲げる業務をষいま

す。ただし、当社が旅ষ者とこれと౮なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。  
一 旅ষ者が旅ষ中旅ষサービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅ষ契約

に従った旅ষサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変ಌせ峀るを得ないときは、代替サービスの手配をষうこと。

この際、旅ষ日程を変ಌするときは、変ಌ後の旅ষ日程が当初の旅ষ日程のະ຺にかなうものとなるよう努
めること、また、旅ষサービスの内容を変ಌするときは、変ಌ後の旅ষサービスが当初の旅ষサービスと同捞の
ものとなるよう努めること等、契約内容の変ಌを最৵限にと峓めるよう努ৡすること。  
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（当社の指示） 
第二十四条 旅ষ者は、旅ষ開始後旅ষ終വまでの間において、団体でষ動するときは、旅ষを安全かつ円ෟに実施するた

めの当社の指示に従わなければなりません。  
（添乗員等の業務） 
第二十五条 当社は、旅ষの内容により添乗員その他の者を同ষさせて第二十三条各号に掲げる業務その他当該募集型企

画旅ষに付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部をষわせることがあります。 
２ 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。 

（保護措置） 
第二十౽条 当社は、旅ষ中の旅ষ者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずる

ことがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用
は旅ষ者の負担とし、旅ষ者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければな
りません。 

 

第七章／責 任 

（当社の責任） 
第二十七条 当社は、募集型企画旅ষ契約の၎ষに当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代ষさせた

者（以下「手配代ষ者」といいます。）が故勪又は厢失により旅ষ者に損害を与えたときは、その損害を賠償する
責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二ফ以内に当社に対して通知があったときに限ります。 

２ 旅ষ者が天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の当社
又は当社の手配代ষ者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を
賠償する責任を負うものではありません。 

３ 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算し
て、国内旅ষにあっては十四日以内に、旅ষ者一名につき十五万円を限২（当社に故勪又は重大な厢失がある
場合を除きます。）として賠償します。 

（特別補償） 
第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところに

より、旅ষ者が募集型企画旅ষ厴加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじ
め定める額の補償স及びৄসを支払います。  

２ 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠
償সの額の限২において、当社が支払うべき前項の補償সは、当該損害賠償সとみなします。 

３ 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償স支払義務は、当社が前条第一項の規定に
基づいて支払うべき損害賠償স（前項の規定により損害賠償সとみなされる補償সを含みます。）に相当する額
だけ縮減するものとします。  

４ 当社の募集型企画旅ষ厴加中の旅ষ者を対象として、別ಥの旅ষ代সを収受して当社が実施する募集型企画
旅ষについては、主たる募集型企画旅ষ契約の内容の一部として取り扱います。 

（旅程保証） 
第二十九条 当社は、別表第二上ჷに掲げる契約内容の重要な変ಌ（次の各号に掲げる変ಌ（運送・宿泊機関等が当該

旅ষサービスの提供をষっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の勘足が発生し
たことによるものを除きます。）を除きます。）が生じた場合は、旅ষ代সに同表下ჷに記載する厾を乗じた額以
上の変ಌ補償সを旅ষ終വ日の翌日から起算して三十日以内に支払います。ただし、当該変ಌについて当社に
第二十七条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。 
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一 次に掲げる事由による変ಌ  
イ 天災地変 
ロ 戦乱 
ハ ച動 
ニ 厑公署の命ഥ 
ホ 運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止 
ヘ 当初の運ষ計画によらない運送サービスの提供 
ト 旅ষ厴加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 

二 第十౽条から第十八条までの規定に基づいて募集型企画旅ষ契約が解除されたときの当該解除された部
分に係る変ಌ 

２ 当社が支払うべき変ಌ補償সの額は、旅ষ者一名に対して一募集型企画旅ষにつき旅ষ代সに十五％以上の
当社が定める厾を乗じた額をもって限২とします。また、旅ষ者一名に対して一募集型企画旅ষにつき支払うべき
変ಌ補償সの額が千円未満であるときは、当社は、変ಌ補償সを支払いません。 

３ 当社が第一項の規定に基づき変ಌ補償সを支払った後に、当該変ಌについて当社に第二十七条第一項の規定
に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅ষ者は当該変ಌに係る変ಌ補償সを当社に返還しな
ければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償সの額と旅ষ者が返還す
べき変ಌ補償সの額とを相掮した残額を支払います。 

（旅ষ者の責任） 
第三十条 旅ষ者の故勪又は厢失により当社が損害を被ったときは、当該旅ষ者は、損害を賠償しなければなりません。 

２ 旅ষ者は、募集型企画旅ষ契約を締結するに際しては、当社から提供された午匔を活用し、旅ষ者の権匏義務
その他の募集型企画旅ষ契約の内容について৶解するよう努めなければなりません。 

３ 旅ষ者は、旅ষ開始後において、契約書面に記載された旅ষサービスを円ෟに受振するため、万が一契約書面と
౮なる旅ষサービスが提供されたと認掟したときは、旅ষ地において捠やかにその຺を当社、当社の手配代ষ者又
は当該旅ষサービス提供者に申し出なければなりません。 

 

第八章／ఉੋਜ৳স 

（弁済業務保証স）  
第三十一条 当社は、一般社団法人 全国旅ষ業匞会（東京都港区赤坂4丁目2番１９号赤坂シャスタイーストビル）の

保証社員になっております。 
２ 当社と募集型企画旅ষ契約を締結した旅ষ者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般

社団法人 全国旅ষ業匞会が供している弁済業務保証সから１，１００万円に達するまで弁済を受けること
ができます。 

３ 当社は、旅ষ業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人 全国旅ষ業匞会に弁済業務保証
স分担সをವ付しておりますので、同法第七条第一項に基づく協業保証সは供しておりません。 
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別表第一 取消厄（第十౽条第一項関係） 

 

一  国内旅ষに係る取消厄 
区 分 取 消 厄 

一 次項以外の募集型企画旅ষ契約 
イ  旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目（日帰り旅ষにあっては十日

目）に当たる日以ఋに解除する場合（ロからホまでに掲げる場合を除く。） 
ロ  旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以ఋに解除する場合

（ハからホまでに掲げる場合を除く。） 
ハ  旅ষ開始日の前日に解除する場合 
 
ニ  旅ষ開始当日に解除する場合（ホに掲げる場合を除く。） 
 
ホ  旅ষ開始後の解除又は無৴൪勘厴加の場合 

旅 ষ 代 স 
の ２ ０ ％ 
旅 ষ 代 স 
の ３ ０ ％ 
旅 ষ 代 স 
の ４ ０ ％ 
旅 ষ 代 স 
の ５ ０ ％ 
旅 ষ 代 স 
の １ ０ ０ ％ 

二 卲船舶を匏用する募集型企画旅ষ契約 当該船舶に係
る取消厄の規
定によります。 

備考  （一）取消厄のস額は、契約書面に明示します。 
（二）本表の適用に当たって「旅ষ開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービ

スの提供を受けることを開始した時」以ఋをいいます。 
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別表第二 変ಌ補償স（第二十九条第一項関係） 

 

変 ಌ 補 償 স の 支 払 い が 必 要 と な る 変 ಌ 
一件あたりの厾（％） 

旅ষ開始前 旅ষ開始後 
一 契約書面に記載した旅ষ開始日又は旅ষ終വ日の変ಌ 
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含みま

す。）その他の旅ষの目的地の変ಌ 
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより拯い厄সのものへの変

ಌ（変ಌ後の等級及び設備の厄সの合計額が契約書面に記載した等級
及び設備のそれを下回った場合に限ります。） 

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変ಌ 
五 契約書面に記載した本ഺ内の旅ষ開始地たる空港又は旅ষ終വ地たる空

港の౮なるへの変ಌ 
౽ 契約書面に記載した本ഺ内と本ഺ外との間における直ষの乗継又は経

由への変ಌ 
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名ูの変ಌ 
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の

条件の変ಌ 
九 前各号に掲げる変ಌのうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項

の変ಌ 

１．５ 
１．０ 

 
１．０ 

 
 

１．０ 
１．０ 

 
１．０ 

 
１．０ 
１．０ 

 
２．５ 

３．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
 

２．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
２．０ 
２．０ 

 
５．０ 

注一 「旅ষ開始前」とは、当該変ಌについて旅ষ開始日の前日までに旅ষ者に通知した場合をいい、「旅ষ開
始後」とは、当該変ಌについて旅ষ開始当日以ఋに旅ষ者に通知した場合をいいます。 

注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用しま
す。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際
に提供された旅ষサービスの内容との間に変ಌが生じたときは、それ峈れの変ಌにつき一件として取り扱います。 

注三 第三号又は第四号に掲げる変ಌに係る運送機関が宿泊設備の匏用を伴うものである場合は、一泊につき
一件として取り扱います。 

注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変ಌについては、等級又は設備がより高いものへの変ಌを伴う場合
には適用しません。 

注五 第四号又は第七号拊しくは第八号に掲げる変ಌが一乗区船等又は一泊の中でള数生じた場合であって
も、一乗区船等又は一泊につき一件として取り扱います。 

注౽ 第九号に掲げる変ಌについては、第一号から第八号までの厾を適用せず、第九号によります。 
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２，受注੫ষ契約の 

 

第一章／総 則 

（適用範囲）  
第一条   当社が旅ষ者との間で締結する受注型企画旅ষに関する契約（以下「受注型企画旅ষ契約」といいま

す。）は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法ഥ又は一般に確য়
された慣習によります。 

２ 当社が法ഥに反せず、かつ、旅ষ者の勘匏にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定
にかかわらず、その特約が優先します。 

（用語の定義） 
第二条   この約款で「受注型企画旅ষ」とは、当社が、旅ষ者からのൂにより、旅ষの目的地及び日程、旅ষ者

が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容ధびに旅ষ者が当社に支払うべき旅ষ代সの
額を定めた旅ষに関する計画を作成し、これにより実施する旅ষをいいます。 

２ この約款で「国内旅ষ」とは、本ഺ内のみの旅ষをいい、「匈外旅ষ」とは、国内旅ষ以外の旅ষをいいま
す。 

３ この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード
会員との間で電話、ഖ、ファクシミリその他の通信手掀による申込みを受けて締結する受注型企画旅ষ
契約であって、当社が旅ষ者に対して有する受注型企画旅ষ契約に基づく旅ষ代স等に係る債権又は債
務を、当該債権又は債務が၎ষされるべき日以ఋに別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済
することについて、旅ষ者があらかじめഅဍし、かつ当該受注型企画旅ষ契約の旅ষ代স等を第十二条第
二項、第十౽条第一項後掀、第十九条第二項に定める方法により支払うことを内容とする受注型企画旅
ষ契約をいいます。 

４ この部で「電子അဍ通知」とは、契約の申込みに対するഅဍの通知であって、午匔通信の叒挘を匏用する
方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機（以下「電子計算機等」と
いいます。）と旅ষ者が使用する電子計算機等とを捴続する電気通信回線を通じて送信する方法によりষ
うものをいいます。 

５ この約款で「カード匏用日」とは、旅ষ者又は当社が受注型企画旅ষ契約に基づく旅ষ代স等の支払又
は払戻債務を၎ষすべき日をいいます。 

（旅ষ契約の内容）  
第三条   当社は、受注型企画旅ষ契約において、旅ষ者が当社の定める旅ষ日程に従って、運送・宿泊機関等の

提供する運送、宿泊その他の旅ষに関するサービス（以下「旅ষサービス」といいます。）の提供を受けるこ
とができるように、手配し、旅程を拻৶することを引き受けます。 

（手配代ষ者）  
第四条   当社は、受注型企画旅ষ契約の၎ষに当たって、手配の全部又は一部を本ഺ内又は本ഺ外の他の旅ষ

業者、手配を業としてষう者その他の補捉者に代ষさせることがあります。 
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第二章／契約の締結 

（企画書面の交付） 
第五条   当社は、当社に受注型企画旅ষ契約の申込みをしようとする旅ষ者からのൂがあったときは、当社の業

務上の都合があるときを除き、当該ൂの内容にปって作成した旅ষ日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代
সその他の旅ষ条件に関する企画の内容を記載した書面（以下「企画書面」といいます。）を交付しま
す。 

２ 当社は、前項の企画書面において、旅ষ代সの内として企画に関する取扱厄স（以下「企画厄স」と
いいます。）のস額を明示することがあります。 

（契約の申込み） 
第౽条   前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅ষ契約の申込みをしようと

する旅ষ者は、当社所定の申込書（以下「申込書」といいます。）に所定の事項を記入の上、当社が別に
定めるস額の申込সとともに、当社に提出しなければなりません。 

２ 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に通信契約の申込みをしようとする旅ষ者
は、前項の規定にかかわらず、会員番号その他の事項を当社に通知しなければなりません。 

３ 第一項の申込সは、旅ষ代স（その内としてস額が明示された企画厄সを含みます。）又は取消厄
拊しくは挆約厄の一部として取り扱います。 

４ 受注型企画旅ষの厴加に際し、特別な配ൟを必要とする旅ষ者は、契約の申込時に申し出てください。こ
のとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。 

５ 前項の申出に基づき、当社が旅ষ者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅ষ者の負担とします。 
（契約締結の拒否）  
第七条   当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅ষ契約の締結に応じないことがあります。 

一 旅ষ者が他の旅ষ者にഊೆを及ぼし、又は団体ষ動の円ෟな実施を࿉げるおそれがあるとき。 
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効である等、旅ষ者

が旅ষ代স等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 
三 旅ষ者が、ചৡ団員、ചৡ団準構成員、ചৡ団関係者、ചৡ団関係企業又は匫会屋等その他

の反社会的厕ৡであると認められるとき。 
四 旅ষ者が、当社に対してചৡ的な要求ষನ、勘当な要求ষನ、取引に関してะ的な言動拊しく

はചৡを用いるষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
五 旅ষ者が、掵説を及ഘし、計を用い拊しくは๏ৡを用いて当社の信用をᛡ損し拊しくは当社の業

務を࿉害するষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
౽ その他当社の業務上の都合があるとき。 

（契約の成য়時期）  
第八条   受注型企画旅ষ契約は、当社が契約の締結をഅဍし、第౽条第一項の申込সを受৶した時に成য়する

ものとします。 
２ 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結をഅဍする຺の通知を発した時に成য়するも

のとします。ただし、当該契約において電子അဍ通知を発する場合は、当該通知が旅ষ者にง達した時に
成য়するものとします。 

（契約書面の交付）  
第九条   当社は、前条の定める契約の成য়後捠やかに、旅ষ者に、旅ষ日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সそ
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の他の旅ষ条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます。）を交付し
ます。 

２ 当社は、第五条第一項の企画書面において企画厄সのস額を明示した場合は、当該স額を前項の契約
書面において明示します。 

３ 当社が受注型企画旅ষ契約により手配し旅程を拻৶する義務を負う旅ষサービスの範囲は、第一項の契
約書面に記載するところによります。 

（確定書面）  
第十条   前条第一項の契約書面において、確定された旅ষ日程、運送拊しくは宿泊機関の名ูを記載できない場

合には、当該契約書面において匏用予定の宿泊機関及び旅ষ計画上重要な運送機関の名ูを限定し
てഔ拷した上で、当該契約書面交付後、旅ষ開始日の前日（旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼっ
て七日目に当たる日以ఋに受注型企画旅ষ契約の申込みがなされた場合にあっては、旅ষ開始日）まで
の当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面（以下「確定書面」といいます。）を
交付します。 

２ 前項の場合において、手配状況の確認をൌ捬する旅ষ者から問い合わせがあったときは、確定書面の交付
前であっても、当社はဌ捠かつ適卲にこれに回掬します。  

３ 第一項の確定書面を交付した場合には、前条第三項の規定により当社が手配し旅程を拻৶する義務を
負う旅ষサービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。 

（午匔通信の叒挘を匏用する方法）  
第十一条  当社は、あらかじめ旅ষ者のഅဍを得て、企画書面、受注型企画旅ষ契約を締結しようとするときに旅ষ

者に交付する旅ষ日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সその他の旅ষ条件及び当社の責任に関する事
項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、午匔通信の叒挘を匏用する方法により当該
書面に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」といいます。）を提供したときは、旅ষ者の使用
する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。 

２ 前項の場合において、旅ষ者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられてい
ないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル（掭ら当該旅ষ者の用に供するものに限りま
す。）に記載事項を記録し、旅ষ者が記載事項をၡ༮したことを確認します。 

（旅ষ代স）  
第十二条  旅ষ者は、旅ষ開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載するস額

の旅ষ代সを支払わなければなりません。  
２ 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の署名なくして契約

書面に記載するস額の旅ষ代সの支払いを受けます。また、カード匏用日は旅ষ契約成য়日とします。 
 

第三章／契約のಌ 

（契約内容の変ಌ） 
第十三条  旅ষ者は、当社に対し、旅ষ日程、旅ষサービスの内容その他の受注型企画旅ষ契約の内容（以下

「契約内容」といいます。）を変ಌするよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅
ষ者の求めに応じます。  

２ 当社は、天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥ、当初
の運ষ計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅ষ
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の安全かつ円ෟな実施を図るためやむを得ないときは、旅ষ者にあらかじめ捠やかに当該事由が関与し得
ないものである৶由及び当該事由との因果関係を説明して、契約内容を変ಌすることがあります。ただし、
ಸ急の場合において、やむを得ないときは、変ಌ後に説明します。 

（旅ষ代সの額の変ಌ）  
第十四条  受注型企画旅ষを実施するに当たり匏用する運送機関について適用を受ける運൛・厄স（以下この条に

おいて「適用運൛・厄স」といいます。）が、著しい経済午厕の変৲等により、受注型企画旅ষの企画書
面の交付の際に明示した時勷において有効なものとして公示されている適用運൛・厄সに发べて、通常挹
定される程২を大掓に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額されるস
額の範囲内で旅ষ代সの額を増加し、又は減少することができます。 

２ 当社は、前項の定めるところにより旅ষ代সを増額するときは、旅ষ開始日の前日から起算して さかのぼ
って十五日目に当たる日より前に旅ষ者にその຺を通知します。 

３ 当社は、第一項の定める適用運൛・厄সの減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額
だけ旅ষ代সを減額します。 

４ 当社は、前条の規定に基づく契約内容の変ಌにより旅ষの実施に要する費用（当該契約内容の変ಌの
ためにその提供を受けなかった旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他既に支払い、又はこれから支払
わなければならない費用を含みます。）の減少又は増加が生じる場合（費用の増加が、運送・宿泊機関
等が当該旅ষサービスの提供をষっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設
備の勘足が発生したことによる場合を除きます。）には、当該契約内容の変ಌの際にその範囲内において
旅ষ代সの額を変ಌすることがあります。 

５ 当社は、運送・宿泊機関等の匏用人員により旅ষ代সが౮なる຺を契約書面に記載した場合において、
受注型企画旅ষ契約の成য়後に当社の責に帰すべき事由によらず当該匏用人員が変ಌになったときは、
契約書面に記載したところにより旅ষ代সの額を変ಌすることがあります。 

（旅ষ者の交替）  
第十五条  当社と受注型企画旅ষ契約を締結した旅ষ者は、当社のഅဍを得て、契約上の地位を第三者にඒり据

すことができます。  
２ 旅ষ者は、前項に定める当社のഅဍを求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、

所定のস額の手数厄とともに、当社に提出しなければなりません。 
３ 第一項の契約上の地位のඒ据は、当社のഅဍがあった時に効ৡを生ずるものとし、以後、旅ষ契約上の

地位をඒり受けた第三者は、旅ষ者の当該受注型企画旅ষ契約に関する一卲の権匏及び義務をഅ継
するものとします。 

 

第四章／契約の解除 

（旅ষ者の解除権） 
第十౽条  旅ষ者は、いつでも別表第一に定める取消厄を当社に支払って受注型企画旅ষ契約を解除することがで

きます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の
署名なくして取消厄の支払いを受けます。 

２ 旅ষ者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅ষ開始前に取消厄を支払うことなく受
注型企画旅ষ契約を解除することができます。 

一 当社によって契約内容が変ಌされたとき。ただし、その変ಌが別表第二上ჷに掲げるものその他の重
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要なものであるときに限ります。 
二 第十四条第一項の規定に基づいて旅ষ代সが増額されたとき。 
三 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の

事由が生じた場合において、旅ষの安全かつ円ෟな実施が勘可能となり、又は勘可能となるおそ
れが極めて大きいとき。 

四 当社が旅ষ者に対し、第十条第一項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。  
五 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅ষ日程に従った旅ষの実施が勘可能とな

ったとき。 
３ 旅ষ者は、旅ষ開始後において、当該旅ষ者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅ষサ

ービスを受振することができなくなったとき又は当社がその຺を告げたときは、第一項の規定にかかわらず、取
消厄を支払うことなく、旅ষサービスの当該受振することができなくなった部分の契約を解除することができま
す。 

４ 前項の場合において、当社は、旅ষ代সのうち旅ষサービスの当該受振することができなくなった部分に係
るস額を旅ষ者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合において
は、当該স額から、当該旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他の既に支払い、又はこれから支払わ
なければならない費用に係るস額を挽し引いたものを旅ষ者に払い戻します。 

（当社の解除権等－旅ষ開始前の解除）  
第十七条  当社は、次に掲げる場合において、旅ষ者に৶由を説明して、旅ষ開始前に受注型企画旅ষ契約を解

除することがあります。 
一 旅ষ者が病気、必要な捈捉者の勘厪その他の事由により、当該旅ষにິえられないと認められる

とき。 
二 旅ষ者が他の旅ষ者にഊೆを及ぼし、又は団体旅ষの円ෟな実施を࿉げるおそれがあると認めら

れるとき。 
三 旅ষ者が、契約内容に関し合৶的な範囲を超える負担を求めたとき。 
四 スキーを目的とする旅ষにおける必要なఋ挪等の旅ষ実施条件であって契約の締結の際に明

示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。 
五 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の

当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅ষ日程に従った旅ষの安
全かつ円ෟな実施が勘可能となり、又は勘可能となるおそれが極めて大きいとき。 

౽ 通信契約を締結した場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効になる等、旅ষ者が旅
ষ代স等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったと
き。 

七 旅ষ者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。 
２ 旅ষ者が第十二条第一項の契約書面に記載する期日までに旅ষ代সを支払わないときは、当該期日

の翌日において旅ষ者が受注型企画旅ষ契約を解除したものとします。この場合において、旅ষ者は、当
社に対し、前条第一項に定める取消厄に相当する額の挆約厄を支払わなければなりません。 

（当社の解除権－旅ষ開始後の解除）  
第十八条  当社は、次に掲げる場合において、旅ষ開始後であっても、旅ষ者に৶由を説明して、受注型企画旅ষ

契約の一部を解除することがあります。 
一 旅ষ者が病気、必要な捈捉者の勘厪その他の事由により旅ষの継続にິえられないとき。 
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二 旅ষ者が旅ষを安全かつ円ෟに実施するための添乗員その他の者による当社の指示への挆ూ、
これらの者又は同ষする他の旅ষ者に対するചষ又はะ等により団体ষ動の規を乱し、当
該旅ষの安全かつ円ෟな実施を࿉げるとき。 

三 旅ষ者が第七条第三号から第五号までのいずれかに該当することが判明したとき。 
四 天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその他の

当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅ষの継続が勘可能となったとき。 
２ 当社が前項の規定に基づいて受注型企画旅ষ契約を解除したときは、当社と旅ষ者との間の契約関係

は、将来に匇かってのみ消ຑします。この場合において、旅ষ者が既に提供を受けた旅ষサービスに関する
当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 

３ 前項の場合において、当社は、旅ষ代সのうち旅ষ者がいまだその提供を受けていない旅ষサービスに係
る部分に係るস額から、当該旅ষサービスに対して取消厄、挆約厄その他の既に支払い、又はこれから支
払わなければならない費用に係るস額を挽し引いたものを旅ষ者に払い戻します。 

（旅ষ代সの払戻し）  
第十九条  当社は、第十四条第三項から第五項までの規定により旅ষ代সが減額された場合又は前三条の規定に

より受注型企画旅ষ契約が解除された場合において、旅ষ者に対し払い戻すべきস額が生じたときは、旅
ষ開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日以内に、減額又は旅ষ開始後の
解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅ষ終വ日の翌日から起算して三十日以内に旅ষ者
に対し当該স額を払い戻します。 

２ 当社は、旅ষ者と通信契約を締結した場合であって、第十四条第三項から第五項までの規定により旅ষ
代সが減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅ষ者に対し払い
戻すべきস額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅ষ者に対し当該স額を払い戻しま
す。この場合において、当社は、旅ষ開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して七日
以内に、減額又は旅ষ開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅ষ終വ日の翌日か
ら起算して三十日以内に旅ষ者に対し払い戻すべき額を通知するものとし、旅ষ者に当該通知をষった
日をカード匏用日とします。 

３ 前二項の規定は第二十八条又は第三十一条第一項に規定するところにより旅ষ者又は当社が損害賠
償請求権をষ使することを࿉げるものではありません。 

（契約解除後の帰挢手配） 
第二十条  当社は、第十八条第一項第一号又は第四号の規定によって旅ষ開始後に受注型企画旅ষ契約を解

除したときは、旅ষ者の求めに応じて、旅ষ者が当該旅ষの出発地に戻るために必要な旅ষサービスの手
配を引き受けます。 

２ 前項の場合において、出発地に戻るための旅ষに要する一卲の費用は、旅ষ者の負担とします。 
 

第五章／団体・グループ契約 

（団体・グループ契約） 
第二十一条 当社は、同じষ程を同時に旅ষするള数の旅ষ者がその責任ある代表者（以下「契約責任者」といいま

す。）を定めて申し込んだ受注型企画旅ষ契約の締結については、本章の規定を適用します。 
（契約責任者） 
第二十二条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅ষ者（以下「構成
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者」といいます。）の受注型企画旅ষ契約の締結に関する一卲の代৶権を有しているものとみなし、当
該団体・グループに係る旅ষ業務に関する取引及び第二十౽条第一項の業務は、当該契約責任者と
の間でষいます。 

２ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 
３ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務につい

ては、何らの責任を負うものではありません。 
４ 当社は、契約責任者が団体・グループに同ষしない場合、旅ষ開始後においては、あらかじめ契約責任

者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 
（契約成য়の特則） 
第二十三条 当社は、契約責任者と受注型企画旅ষ契約を締結する場合において、第౽条第一項の規定にかかわら

ず、申込সの支払いを受けることなく受注型企画旅ষ契約の締結をഅဍすることがあります。 
２ 前項の規定に基づき申込সの支払いを受けることなく受注型企画旅ষ契約を締結する場合には、当社

は、契約責任者にその຺を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅ষ契約は、当社が当該書
面を交付した時に成য়するものとします。 

 

第౽章／程ଵ৶ 

（旅程拻৶）  
第二十四条 当社は、旅ষ者の安全かつ円ෟな旅ষの実施を確保することに努ৡし、旅ষ者に対し次に掲げる業務を

ষいます。ただし、当社が旅ষ者とこれと౮なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。  
一 旅ষ者が旅ষ中旅ষサービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画

旅ষ契約に従った旅ষサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 
二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変ಌせ峀るを得ないときは、代替サービスの手配

をষうこと。この際、旅ষ日程を変ಌするときは、変ಌ後の旅ষ日程が当初の旅ষ日程のະ຺に
かなうものとなるよう努めること、また、旅ষサービスの内容を変ಌするときは、変ಌ後の旅ষサービス
が当初の旅ষサービスと同捞のものとなるよう努めること等、契約内容の変ಌを最৵限にと峓めるよ
う努ৡすること。 

（当社の指示）  
第二十五条 旅ষ者は、旅ষ開始後旅ষ終വまでの間において、団体でষ動するときは、旅ষを安全かつ円ෟに実施

するための当社の指示に従わなければなりません。  
（添乗員等の業務）  
第二十౽条 当社は、旅ষの内容により添乗員その他の者を同ষさせて第二十四条各号に掲げる業務その他当該受

注型企画旅ষに付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部をষわせることがあります。 
２ 前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として八時から二十時までとします。 

（保護措置） 
第二十七条 当社は、旅ষ中の旅ষ者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を

講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措
置に要した費用は旅ষ者の負担とし、旅ষ者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する
方法で支払わなければなりません。 
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第七章／責 任 

（当社の責任）  
第二十八条 当社は、受注型企画旅ষ契約の၎ষに当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代

ষさせた者（以下「手配代ষ者」といいます。）が故勪又は厢失により旅ষ者に損害を与えたときは、そ
の損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二ফ以内に当社に対して通知が
あったときに限ります。 

２ 旅ষ者が天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその
他の当社又は当社の手配代ষ者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合
を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 

３ 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日か
ら起算して、国内旅ষにあっては十四日以内に、当社に対して通知があったときに限り、旅ষ者一名につ
き十五万円を限২（当社に故勪又は重大な厢失がある場合を除きます。）として賠償します。 

（特別補償）  
第二十九条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定める

ところにより、旅ষ者が受注型企画旅ষ厴加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害
について、あらかじめ定める額の補償স及びৄসを支払います。 

２ 前項の損害について当社が前条第一項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべ
き損害賠償সの額の限২において、当社が支払うべき前項の補償সは、当該損害賠償সとみなします。 

３ 前項に規定する場合において、第一項の規定に基づく当社の補償স支払義務は、当社が前条第一項
の規定に基づいて支払うべき損害賠償স（前項の規定により損害賠償সとみなされる補償সを含みま
す。）に相当する額だけ縮減するものとします。 

４ 当社の受注型企画旅ষ厴加中の旅ষ者を対象として、別ಥの旅ষ代সを収受して当社が実施する募
集型企画旅ষについては、受注型企画旅ষ契約の内容の一部として取り扱います。 

（旅程保証）  
第三十条  当社は、別表第二上ჷに掲げる契約内容の重要な変ಌ（次の各号に掲げる変ಌ（運送・宿泊機関等

が当該旅ষサービスの提供をষっているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備
の勘足が発生したことによるものを除きます。）を除きます。）が生じた場合は、旅ষ代সに同表下ჷに記
載する厾を乗じた額以上の変ಌ補償সを旅ষ終വ日の翌日から起算して三十日以内に支払います。た
だし、当該変ಌについて当社に第二十八条第一項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場
合には、この限りではありません。 

一 次に掲げる事由による変ಌ  
イ 天災地変 
ロ 戦乱 
ハ ച動 
ニ 厑公署の命ഥ 
ホ 運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止 
ヘ 当初の運ষ計画によらない運送サービスの提供 
ト 旅ষ厴加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置  

二 第十三条第一項の規定に基づいて受注型企画旅ষ契約が変ಌされたときの当該変ಌされた部
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分及び第十౽条から第十八条までの規定に基づいて受注型企画旅ষ契約が解除されたときの当
該解除された部分に係る変ಌ 

２ 当社が支払うべき変ಌ補償সの額は、旅ষ者一名に対して一受注型企画旅ষにつき旅ষ代সに十
五％以上の当社が定める厾を乗じた額をもって限২とします。また、旅ষ者一名に対して一受注型企画
旅ষにつき支払うべき変ಌ補償সの額が千円未満であるときは、当社は、変ಌ補償সを支払いません。 

３ 当社が第一項の規定に基づき変ಌ補償সを支払った後に、当該変ಌについて当社に第二十八条第一
項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅ষ者は当該変ಌに係る変ಌ補償স
を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠
償সの額と旅ষ者が返還すべき変ಌ補償সの額とを相掮した残額を支払います。  

（旅ষ者の責任）  
第三十一条 旅ষ者の故勪又は厢失により当社が損害を被ったときは、当該旅ষ者は、損害を賠償しなければなりませ

ん。 
２ 旅ষ者は、受注型企画旅ষ契約を締結するに際しては、当社から提供された午匔を活用し、旅ষ者の

権匏義務その他の受注型企画旅ষ契約の内容について৶解するよう努めなければなりません。 
３ 旅ষ者は、旅ষ開始後において、契約書面に記載された旅ষサービスを円ෟに受振するため、万が一

契約書面と౮なる旅ষサービスが提供されたと認掟したときは、旅ষ地において捠やかにその຺を当社、当
社の手配代ষ者又は当該旅ষサービス提供者に申し出なければなりません。 

 

第八章／ఉੋਜ৳স 

（弁済業務保証স）  
第三十二条 当社は、一般社団法人 全国旅ষ業匞会（東京都港区赤坂 4 丁目 2 番１９号赤坂シャスタイースト

ビル）の保証社員になっております。 
２ 当社と受注型企画旅ষ契約を締結した旅ষ者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前

項の一般社団法人 全国旅ষ業匞会が供している弁済業務保証সから１，１００万円に達するま
で弁済を受けることができます。 

３ 当社は、旅ষ業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人 全国旅ষ業匞会に弁済
業務保証স分担সをವ付しておりますので、同法第七条第一項に基づく協業保証সは供しておりま
せん。 
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別表第一 取消厄（第十౽条第一項関係） 

 

一  国内旅ষに係る取消厄 
区 分 取消厄 

（一）次項以外の受注型企画旅ষ契約 
イ  ロからヘまでに掲げる場合以外の場合（当社が契約書面において企画厄সのস

額を明示した場合に限る。） 
 
ロ  旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目（日帰り旅ষにあっては十

日目）に当たる日以ఋに解除する場合（ハからヘまでに掲げる場合を除く。）  
ハ  旅ষ開始日の前日から起算してさかのぼって七日目に当たる日以ఋに解除する

場合（ニからヘまでに掲げる場合を除く。）  
ニ  旅ষ開始日の前日に解除する場合  
 
ホ  旅ষ開始当日に解除する場合（ヘに掲げる場合を除く。）  
 
ヘ  旅ষ開始後の解除又は無৴൪勘厴加の場合  

企画厄স
に相当する
স額 
旅ষ代স 
の ２ ０ ％ 
旅ষ代স 
の ３ ０ ％ 
旅ষ代স 
の ４ ０ ％ 
旅ষ代স 
の ５ ０ ％ 
旅ষ代স 
の １ ０
０ ％ 

（二）卲船舶を匏用する受注型企画旅ষ契約 当該船舶
に 係 る 取
消 厄 の 規
定によりま
す。 

備考  （一）取消厄のস額は、契約書面に明示します。 
（二）本表の適用に当たって「旅ষ開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する

「サービスの提供を受けることを開始した時」以ఋをいいます。 
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別表第二 変ಌ補償স（第三十条第一項関係） 

 

変 ಌ 補 償 স の 支 払 い が 必 要 と な る 変 ಌ 
一件あたりの厾（％） 

旅ষ開始前 旅ষ開始後 
一 契約書面に記載した旅ষ開始日又は旅ষ終വ日の変ಌ 
二 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設（レストランを含

みます。）その他の旅ষの目的地の変ಌ 
三 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより拯い厄সのもの

への変ಌ（変ಌ後の等級及び設備の厄সの合計額が契約書面に記
載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。） 

四 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変ಌ 
五 契約書面に記載した本ഺ内の旅ষ開始地たる空港又は旅ষ終വ

地たる空港の౮なるへの変ಌ 
౽ 契約書面に記載した本ഺ内と本ഺ外との間における直ষの乗継

又は経由への変ಌ 
七 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名ูの変ಌ 
八 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の

客室の条件の変ಌ 

１．５ 
１．０ 

 
１．０ 

 
 

１．０ 
１．０ 

 
１．０ 

 
１．０ 
１．０ 

 

３．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
 

２．０ 
２．０ 

 
２．０ 

 
２．０ 
２．０ 

 

注一  「旅ষ開始前」とは、当該変ಌについて旅ষ開始日の前日までに旅ষ者に通知した場合をいい、
「旅ষ開始後」とは、当該変ಌについて旅ষ開始当日以ఋに旅ষ者に通知した場合をいいます。  

注二  確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を
適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書
面の記載内容と実際に提供された旅ষサービスの内容との間に変ಌが生じたときは、それ峈れの変
ಌにつき一件として取り扱います。 

注三  第三号又は第四号に掲げる変ಌに係る運送機関が宿泊設備の匏用を伴うものである場合は、
一泊につき一件として取り扱います。 

注四  第四号に掲げる運送機関の会社名の変ಌについては、等級又は設備がより高いものへの変ಌを
伴う場合には適用しません。 

注五  第四号又は第七号拊しくは第八号に掲げる変ಌが一乗区船等又は一泊の中でള数生じた場
合であっても、一乗区船等又は一泊につき一件として取り扱います。 
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３，特別補償規程 
 

第一章／補償সಉの੍௸岮 

（当社の支払責任）  
第一条   当社は、当社が実施する企画旅ষに厴加する旅ষ者が、その企画旅ষ厴加中に急激かつ偶然な外来の

事故（以下「事故」といいます。）によって身体に傷害を被ったときに、本章から第四章までの規定により、旅
ষ者又はその法定相続人に死亡補償স、後遺障害補償স、入院ৄস及び通院ৄস（以下「補償
স等」といいます。）を支払います。 

２ 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに
急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。）を含みま
す。ただし、細菌性食物中毒は含みません。  

（用語の定義）  
第二条   この規程において「企画旅ষ」とは、ఏ準旅ষ業約款募集型企画旅ষ契約の部第二条第一項及び受注

型企画旅ষ契約の部第二条第一項に定めるものをいいます。 
２ この規程において「企画旅ষ厴加中」とは、旅ষ者が企画旅ষに厴加する目的をもって当社があらかじめ手

配した乗区券類等によって提供される当該企画旅ষ日程に定める最初の運送・宿泊機関等のサービスの
提供を受けることを開始した時から最後の運送・宿泊機関等のサービスの提供を受けることをവした時まで
の期間をいいます。ただし、旅ষ者があらかじめ定められた企画旅ষのষ程から掤する場合において、掤
及び挴帰の予定日時をあらかじめ当社にඍけ出ていたときは、掤の時から挴帰の予定の時までの間は
「企画旅ষ厴加中」とし、また、旅ষ者が掤及び挴帰の予定日時をあらかじめ当社にඍけ出ることなく掤
したとき又は挴帰の予定なく掤したときは、その掤の時から挴帰の時までの間又はその掤した時から
後は「企画旅ষ厴加中」とはいたしません。また、当該企画旅ষ日程に、旅ষ者が当社の手配に係る運
送・宿泊機関等のサービスの提供を一卲受けない日（旅ষ地のఏ準時によります。）が定められている場
合において、その຺及び当該日に生じた事故によって旅ষ者が被った損害に対しこの規程による補償স及び
ৄসの支払いがষわれない຺を契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅ষ厴加中」とはいたしま
せん。 

３ 前項の「サービスの提供を受けることを開始した時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 
一 添乗員、当社の使用人又は代৶人が受付をষう場合は、その受付വ時 
ニ 前号の受付がষわれない場合において、最初の運送・宿泊機関等が、 

イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できるఄষ場構内における手荷物の検匀等のവ時 
ロ 船舶であるときは、乗船手続のവ時 
ハ 捹匠であるときは、匳ైの終വ時又は匳ైのないときは当該ഔ区乗区時 
ニ 区両であるときは、乗区時 
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設への入場時 
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設の匏用手続終വ時とします。 

４ 第二項の「サービスの提供を受けることをവした時」とは、次の各号のいずれかの時をいいます。 
一 添乗員、当社の使用人又は代৶人が解ങを告げる場合は、その告げた時 
二 前号の解ങの告知がষわれない場合において、最後の運送・宿泊機関等が、  



－ 26 － 

イ 航空機であるときは、乗客のみが入場できるఄষ場構内からの退場時 
ロ 船舶であるときは、下船時 
ハ 捹匠であるときは、匳ై終വ時又は匳ైのないときは当該ഔ区ఋ区時 
ニ 区両であるときは、ఋ区時 
ホ 宿泊機関であるときは、当該施設からの退場時 
ヘ 宿泊機関以外の施設であるときは、当該施設からの退場時とします。 

 

第二章／補償সಉ峼੍௸峹峔岮ৃ় 

（補償স等を支払わない場合－その一） 
第三条   当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた傷害に対しては補償স等を支払いません。  

一 旅ষ者の故勪。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 
二 死亡補償সを受け取るべき者の故勪。ただし、その者が死亡補償সの一部の受取人である場合に

は、他の者が受け取るべきস額については、この限りではありません。 
三 旅ষ者の自掮ষನ、ಬষನ又は౨拫ষನ。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った傷害について

は、この限りではありません。 
四 旅ষ者が法ഥに定められた運転ৱ卺を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれが

ある状態で自動区又は原動機付自転区を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅ষ者以外
の者が被った傷害については、この限りではありません。 

五 旅ষ者が故勪に法ഥに挆反するষನをষい、又は法ഥに挆反するサービスの提供を受けている間に
生じた事故。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った傷害については、この限りではありません。 

౽ 旅ষ者の౼疾೩、疾病又は心神ါ失。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った傷害については、この
限りではありません。 

七 旅ষ者の႔、出勩、拱勩、及勩又は外ఐ的手挘その他の挨探処置。ただし、当社の補償すべき
傷害を治探する場合には、この限りではありません。 

八 旅ষ者のദのষ又は༃拊しくは入叆中に生じた事故 
九 戦拫、外国の叇ৡষ使、挙命、権േ取、内乱、叇装反乱その他これらに類๚の事変又はച動

（この規程においては、群ಃ又は匭数の者の集団のষ動によって、全国又は一部の地区において著
しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。） 

十 捷厄物質（使用済厄を含みます。以下同捞とします。）拊しくは捷厄物質によって汚染され
た物（原子捷分ຝ生成物を含みます。）の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性
による事故 

十一 前二号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 
十二 第十号以外の放射線照射又は放射能汚染 

２ 当社は、原因のいかんを問わず、頸部症候群（いわゆる「むちうち症」）又は腰痛で他覚症状のないものに
対して、補償স等を支払いません。 

（補償স等を支払わない場合－その二）  
第四条   当社は、国内旅ষを目的とする企画旅ষの場合においては、前条に定めるほか、次の各号に掲げる事由に

よって生じた傷害に対しても、補償স等を支払いません。  
一 地震、噴火又は津波 



－ 27 － 

二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故  
（補償স等を支払わない場合－その三） 
第五条   当社は、次の各号に掲げる傷害に対しては、各号のষನが当社があらかじめ定めた企画旅ষの旅ষ日程

に含まれている場合でなければ、補償স等を支払いません。ただし、各号のষನが当該旅ষ日程に含まれ
ている場合においては、旅ষ日程外の企画旅ষ厴加中に、同種のষನによって生じた傷害に対しても、補
償স等を支払います。  

一 旅ষ者が別表第一に定める運動をষっている間に生じた傷害 
二 旅ষ者が自動区、原動機付自転区又は嵊ーターボートによる挂叒、挂拫、掰ষ（いずれもಫ習を

含みます。）又は試運転（性能試験を目的とする運転又は操縦をいいます。）をしている間に生じ
た傷害。ただし、自動区又は原動機付自転区を用いて匠挢上でこれらのことをষっている間に生じた
傷害については、企画旅ষの旅ষ日程に含まれていなくとも補償স等を支払います。 

三 航空運送事業者が挢線を定めて運ষする航空機（定期であると勘定期であるとを問いませ
ん。）以外の航空機を旅ষ者が操縦している間に生じた傷害 

（補償স等を支払わない場合－その四） 
第五条の二 当社は、旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場

合には、補償স等を支払わないことがあります。ただし、その者が死亡補償সの一部の受取人である場合に
は、他の者が受け取るべきস額については、この限りではありません。 

一 ചৡ団、ചৡ団員、ചৡ団準構成員、ചৡ団関係企業その他の反社会的厕ৡ（以下「反社会
的厕ৡ」といいます。）に該当すると認められること。 

二 反社会的厕ৡに対してৱস等を提供し、又は宜を供与する等の関与をしていると認められること。 
三 反社会的厕ৡを勘当に匏用していると認められること。 
四 その他反社会的厕ৡと社会的にశ挚されるべき関係を有していると認められること。 

 

第三章／補償সಉのரథ峝੍௸પ   

（死亡補償সの支払い）   
第౽条   当社は、旅ষ者が第一条の傷害を被り、その直捴の結果として、事故の日から百八十日以内に死亡した場

合は、旅ষ者一名につき、国内旅ষを目的とする企画旅ষにおいては千五百万円（以下「補償স額」とい
います。）を死亡補償সとして旅ষ者の法定相続人に支払います。ただし、当該旅ষ者について、既に支
払った後遺障害補償সがある場合は、補償স額から既に支払ったস額をඓ除した残額を支払います。 

（後遺障害補償সの支払い） 
第七条   当社は、旅ষ者が第一条の傷害を被り、その直捴の結果として、事故の日から百八十日以内に後遺障害

（身体に残された将来においても回挴できない機能の重大な障害又は身体の一部のಳ損で、かつ、その原
因となった傷害が治った後のものをいいます。以下同捞とします。）が生じた場合は、旅ষ者一名につき、補
償স額に別表第二の各号に掲げる厎合を乗じた額を後遺障害補償সとして旅ষ者に支払います。 

２ 前項の規定にかかわらず、旅ষ者が事故の日から百八十日を超えてなお治探を要する状態にあるときは、
当社は、事故の日から百八十一日目における挨పの൧友に基づき後遺障害の程২を認定して、後遺障害
補償সを支払います。 

３ 別表第二の各号に掲げていない後遺障害に対しては、旅ষ者の厯業、ফೡ、社会的地位等に関係なく、
身体の障害の程২に応じ、かつ、別表第二の各号の区分に準じ後遺障害補償সの支払額を決定します。
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ただし、別表第二の一（三）、一（四）、二（三）、四（四）及び五（二）に掲げる機能障害に至ら
ない障害に対しては、後遺障害補償সを支払いません。 

４ 同一事故により二種以上の後遺障害が生じた場合には、当社は、その各々に対し前三項を適用し、その
合計額を支払います。ただし、別表第二の七、八及び九に規定する上肢（腕及び手）又は下肢（脚及
び足）の後遺障害に対しては、一肢岾との後遺障害補償সは、補償স額の౽س％をもって限২とします。 

５ 前各項に基づいて当社が支払うべき後遺障害補償সの額は、旅ষ者一名に対して一企画旅ষにつき、
補償স額をもって限২とします。 

（入院ৄসの支払い） 
第八条   当社は、旅ষ者が第一条の傷害を被り、その直捴の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生

活ができなくなり、かつ、入院（挨పによる治探が必要な場合において、自挭等での治探が挚なため、病
院又は൧探所に入り、常に挨పの拻৶下において治探に掭挡することをいいます。以下この条において同捞
とします。）した場合は、その日数（以下「入院日数」といいます。）に対し、次の区分に従って入院ৄস
を旅ষ者に支払います。 

一 国内旅ষを目的とする企画旅ষの場合 
イ 入院日数百八十日以上の傷害を被ったとき。         二十万円 
ロ 入院日数九十日以上百八十日未満の傷害を被ったとき。   十万円 
ハ 入院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。      五万円 
ニ 入院日数七日未満の傷害を被ったとき。             二万円 

２ 旅ষ者が入院しない場合においても、別表第三の各号のいずれかに該当し、かつ、挨పの治探を受けたとき
は、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、入院日数とみなします。 

３ 当社は、旅ষ者一名について入院ৄসと死亡補償স又は入院ৄসと後遺障害補償সを重ねて支
払うべき場合には、その合計額を支払います。 

（通院ৄসの支払い） 
第九条   当社は、旅ষ者が第一条の傷害を被り、その直捴の結果として、平常の業務に従事すること又は平常の生

活に支障が生じ、かつ、通院（挨పによる治探が必要な場合において、病院又は൧探所に通い、挨పの
治探を受けること（༼൧を含みます。）をいいます。以下この条において同捞とします。）した場合において、
その日数（以下「通院日数」といいます。）が三日以上となったときは、当該日数に対し、次の区分に従って
通院ৄসを旅ষ者に支払います。 

一 国内旅ষを目的とする企画旅ষの場合 
イ 通院日数九十日以上の傷害を被ったとき。         五万円 
ロ 通院日数七日以上九十日未満の傷害を被ったとき。 二万五千円 
ハ 通院日数三日以上七日未満の傷害を被ったとき。     一万円 

２ 旅ষ者が通院しない場合においても、ീ等の傷害を被った部位をಕ定するために挨పの指示により崖プス
等を常時装着した結果、平常の業務に従事すること又は平常の生活に著しい支障が生じたと当社が認めた
ときは、その状態にある期間については、前項の規定の適用上、通院日数とみなします。 

３ 当社は、平常の業務に従事すること又は平常の生活に支障がない程২に傷害が治ったとき以ఋの通院に
対しては、通院ৄসを支払いません。 

４ 当社は、いかなる場合においても、事故の日から百八十日を経厢した後の通院に対しては、通院ৄসを
支払いません。 

５ 当社は、旅ষ者一名について通院ৄসと死亡補償স又は通院ৄসと後遺障害補償সを重ねて支
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払うべき場合には、その合計額を支払います。 
（入院ৄস及び通院ৄসの支払いに関する特則） 
第十条   当社は、旅ষ者一名について入院日数及び通院日数がそれ峈れ一日以上となった場合は、前二条の規定

にかかわらず、次の各号に掲げるৄসのうちいずれかস額の大きいもの（同額の場合には、第一号に掲げ
るもの）のみを支払います。 

一 当該入院日数に対し当社が支払うべき入院ৄস 
二 当該通院日数（当社が入院ৄসを支払うべき期間中のものを除きます。）に当該入院日数を

加えた日数を通院日数とみなした上で、当該日数に対し当社が支払うべき通院ৄস 
（死亡の推定） 
第十一条  旅ষ者が搭乗する航空機拊しくは船舶がষ方勘明となってから、又はရ挚してから三十日を経厢してもな

お旅ষ者が発ৄされないときは、航空機拊しくは船舶がষ方勘明となった日又はရ挚した日に、旅ষ者が
第一条の傷害によって死亡したものと推定します。  

（他の身体障害又は疾病の影響） 
第十二条  旅ষ者が第一条の傷害を被ったとき既に掑厪していた身体障害拊しくは疾病の影響により、又は第一条の

傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害拊しくは疾病の影響により第一条の傷害
が重大となったときは、その影響がなかった場合に相当するস額を決定してこれを支払います。 

 

第四章／হのে峝補償সಉのடの手ਢ 

（傷害程২等に関する説明等の請求） 
第十三条  旅ষ者が第一条の傷害を被ったときは、当社は、旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者に対し、傷害

の程২、その原因となった事故の要等について説明を求め、又は旅ষ者の身体の൧探拊しくは死体の
検案を求めることがあります。この場合において、旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者は、これらの求
めに匞ৡしなければなりません。  

２ 旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者は、当社の関知しない事由により第一条の傷害を被ったときは、
傷害の程২、その原因となった事故の要等について、当社に対し、当該事故の日から三十日以内に匔
告しなければなりません。 

３ 旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者が、当社の認める正当な৶由なく前二項の規定に挆反したとき
又はその説明拊しくは匔告につき知っている事実を告げず、拊しくは勘実のことを告げたときは、当社は、補
償স等を支払いません。 

 
（補償স等の請求） 
第十四条  旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者が補償স等の支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社

所定の補償স等請求書及び次に掲げる書類を提出しなければなりません。  
一 死亡補償স請求の場合 

イ 旅ষ者の叐ආጺ本ధびに法定相続人の叐ආጺ本及びഀ༓証明書 
ロ 公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書 
ハ 旅ষ者の死亡൧友書又は死体検案書 

二 後遺障害補償স請求の場合 
イ 旅ষ者のഀ༓証明書 
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ロ 公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書 
ハ 後遺障害の程২を証明する挨పの൧友書 

三 入院ৄস請求の場合  
イ 公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書 
ロ 傷害の程২を証明する挨పの൧友書 
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は൧探所の証明書類 

四 通院ৄস請求の場合  
イ 公の機関（やむを得ない場合には、第三者）の事故証明書 
ロ 傷害の程২を証明する挨పの൧友書 
ハ 入院日数又は通院日数を記載した病院又は൧探所の証明書類 

２ 当社は、前項以外の書類の提出を求めること又は前項の提出書類の一部の匚റを認めることがあります。 
３ 旅ষ者又は死亡補償সを受け取るべき者が第一項の規定に挆反したとき又は提出書類につき知っている

事実を告げず、拊しくは勘実のことを告げたときは、当社は、補償স等を支払いません。 
（代 位） 
第十五条  当社が補償স等を支払った場合でも、旅ষ者又はその相続人が旅ষ者の被った傷害について第三者に対

して有する損害賠償請求権は、当社に移転しません。 
 

第五章／携帯品損害補償 

（当社の支払責任）  
第十౽条  当社は、当社が実施する企画旅ষに厴加する旅ষ者が、その企画旅ষ厴加中に生じた偶然な事故によ

ってその所有の身の回り品（以下「補償対象品」といいます。）に損害を被ったときに、本章の規定により、
携帯品損害補償স（以下「損害補償স」といいます。）を支払います。  

（損害補償সを支払わない場合－その一）  
第十七条  当社は、次の各号に掲げる事由によって生じた損害に対しては、損害補償সを支払いません。 

一 旅ষ者の故勪。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 
二 旅ষ者と匒帯を同じくする捧ఔの故勪。ただし、旅ষ者に損害補償সを受け取らせる目的でなかった

場合は、この限りではありません。 
三 旅ষ者の自掮ষನ、ಬষನ又は౨拫ষನ。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った損害について

は、この限りではありません。 
四 旅ষ者が法ഥに定められた運転ৱ卺を持たないで、又は酒に酔って正常な運転ができないおそれが

ある状態で自動区又は原動機付自転区を運転している間に生じた事故。ただし、当該旅ষ者以外
の者が被った損害については、この限りではありません。 

五 旅ষ者が故勪に法ഥに挆反するষನをষい、又は法ഥに挆反するサービスの提供を受けている間に
生じた事故。ただし、当該旅ষ者以外の者が被った損害については、この限りではありません。 

౽ 挽え、ඉ発、ྷ収、挐ശ等国又は公厗団体の公権ৡのষ使。ただし、火災消防又はೂ挚に必
要な処置としてなされた場合を除きます。 

七 補償対象品の᭩ᮮ。ただし、旅ষ者又はこれに代わって補償対象品を拻৶する者が相当の注勪を
もってしても発ৄし得なかった᭩ᮮを除きます。 

八 補償対象品の自然の消耗、さび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 
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九 単なる外観の損傷であって補償対象品の機能に支障をきたさない損害 
十 補償対象品であるั体の及出。ただし、その結果として他の補償対象品に生じた損害については、こ

の限りではありません。 
十一 補償対象品の置き忘れ又は紛失 
十二 第三条第一項第九号から第十二号までに掲げる事由 

２ 当社は、国内旅ষを目的とする企画旅ষの場合においては、前項に定めるほか、次の各号に掲げる事由
によって生じた損害に対しても、損害補償সを支払いません。 
一 地震、噴火又は津波 
二 前号の事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 

（損害補償সを支払わない場合－その二） 
第十七条の二 当社は、旅ষ者が次の各号に掲げるいずれかに該当する事由がある場合には、損害補償সを支払わな

いことがあります。 
一 反社会的厕ৡに該当すると認められること。 
二 反社会的厕ৡに対してৱস等を提供し、又は宜を供与する等の関与をしていると認められる

こと。 
三 反社会的厕ৡを勘当に匏用していると認められること。 
四 法人である場合において、反社会的厕ৡがその法人を支配し、又はその法人の経協に実質的

に関与していると認められること。 
五 その他反社会的厕ৡと社会的にశ挚されるべき関係を有していると認められること。 

（補償対象品及びその範囲）  
第十八条  補償対象品は、旅ষ者が企画旅ষ厴加中に携ষするその所有の身の回り品に限ります。  

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、補償対象品に含まれません。 
一 現স、৵卲手その他の有価証券、ഀ紙、卲手その他これらに準ずるもの 
二 クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポートその他これらに準ずるもの 
三 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの（磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・

ロ嵈、光ディスク等午匔機器（崛ンピュータ及びそのഈ拢装置等のఢఈ機器）で直捴処৶をষ
える記録媒体に記録されたものを含みます。） 

四 船舶（嵐ット、嵊ーターボート及びボートを含みます。）及び自動区、原動機付自転区及びこれ
らの付属品 

五 山岳登はん用具、探検用具その他これらに類するもの 
౽ 義ຓ、義肢、崛ンタクトレン崢その他これらに類するもの 
七 動物及び植物 
八 その他当社があらかじめ指定するもの 

（損害額及び損害補償সの支払額） 
第十九条  当社が損害補償সを支払うべき損害の額（以下「損害額」といいます。）は、その損害が生じた地及び時

における補償対象品の価額又は補償対象品を損害発生の直前の状態に挴するに必要なఊሂ費及び次
条第三項の費用の合計額のいずれか拯い方のস額を基準として定めることとします。 

２ 補償対象品の一個又は一対についての損害額が十万円を超えるときは、当社は、そのものの損害の額を
十万円とみなして前項の規定を適用します。 

３ 当社が支払うべき損害補償সの額は、旅ষ者一名に対して一企画旅ষにつき十五万円をもって限২とし
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ます。ただし、損害額が旅ষ者一名について一回の事故につき三千円を超えない場合は、当社は、損害
補償সを支払いません。 

（損害の防止等）  
第二十条  旅ষ者は、補償対象品について第十౽条に規定する損害が発生したことを知ったときは、次の事項を၎ষ

しなければなりません。 
一 損害の防止軽減に努めること。 
二 損害の程২、原因となった事故の要及び旅ষ者が損害を被った補償対象品についての保険

契約の有無を、遅滞なく当社に通知すること。 
三 旅ষ者が他人から損害の賠償を受けることができる場合は、その権匏のষ使について必要な手

続をとること。 
２ 当社は、旅ষ者が正当な৶由なく前項第一号に挆反したときは、防止軽減することができたと認められる

額を挽し引いた残額を損害の額とみなし、同項第二号に挆反したときは、損害補償সを支払わず、また、
同項第三号に挆反したときは、取得すべき権匏のষ使によって受けることができたと認められる額を挽し引
いた残額を損害の額とみなします。 

３ 当社は、次に掲げる費用を支払います。 
一 第一項第一号に規定する損害の防止軽減のために要した費用のうちで当社が必要又は有益

であったと認めたもの 
二 第一項第三号に規定する手続のために必要な費用 

（損害補償সの請求）  
第二十一条 旅ষ者は、損害補償সの支払いを受けようとするときは、当社に対し、当社所定の損害補償স請求書及

び次に掲げる書類を提出しなければなりません。  
一 警察署又はこれに代わるべき第三者の事故証明書 
二 補償対象品の損害の程২を証明する書類 
三 その他当社の要求する書類 

２ 旅ষ者が前項の規定に挆反したとき又は提出書類につき故勪に勘実のことを表示し、又はその書類を
挝拊しくは変挝したとき（第三者をしてなさしめたときも、同捞とします。）は、当社は、損害補償সを支払
いません。 

（保険契約がある場合） 
第二十二条 第十౽条の損害に対して保険সを支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害

補償সの額を減額することがあります。  
（代 位） 
第二十三条 当社が損害補償সを支払うべき損害について、旅ষ者が第三者に対して損害賠償請求権を有する場合

には、その損害賠償請求権は、当社が旅ষ者に支払った損害補償সの額の限২内で当社に移転しま
す。  
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別表第一（第五条第一号関係） 

山岳登はん（ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの） リュージュ ボブスレー スカイダイビン
グ ハンググライダー搭乗 超軽挪動ৡ機（嵊ーターハンググライダー、マイクロライト機、崎ルトラライト機等）搭乗 ジャイ
ロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 

 
 
 

別表第二（第七条第一項、第三項及び第四項関係） 

一 眼の障害 
（一） 両眼が失明したとき。 
（二） 一眼が失明したとき。 
（三） 一眼のጌ正視ৡがس・౽以下となったとき。 
（四） 一眼の視野狭窄

さ く

（正常視野のഓ২の合計の౽س％以下となった場合をいう。）と
なったとき。 

二 耳の障害 
（一） 両耳のലৡを全く失ったとき。 
（二） 一耳のലৡを全く失ったとき。 
（三） 一耳のലৡが五سセンチメートル以上では通常の話拨を解せないとき。 

三 鼻の障害 
      鼻の機能に著しい障害を残すとき。 
四 そしゃく、言語の障害 

（一） そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。 
（二） そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。 
（三） そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。 
（四） ຓに五本以上のಳ損を生じたとき。  

五 外貌
ぼう

（顔面・頭部・頸
けい

部をいう。）の醜状 
（一） 外貌

ぼう

に著しい醜状を残すとき。  
（二） 外貌

ぼう

に醜状（顔面においては直径二センチメートルの瘢痕
はんこん

、শさ三センチメートルの線 
状痕

こん

程২をいう。）を残すとき。 
౽ 脊

せき

柱の障害 
（一） 脊

せき

柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。  
（二） 脊

せき

柱に運動障害を残すとき。  
（三） 脊

せき

柱に奇形を残すとき。  
七 腕（手関節以上をいう。）、脚（足関節以上をいう。）の障害 

（一） 一腕又は一脚を失ったとき。  
（二） 一腕又は一脚の三大関節中の二関節又は三関節の機能を全く廃したとき。 
（三） 一腕又は一脚の三大関節中の一関節の機能を全く廃したとき。  
（四） 一腕又は一脚の機能に障害を残すとき。  

 
１００％ 

６０％ 
５％ 
５％ 

 
 

８０％ 
３０％ 

５％ 
 

２０％ 
 

１００％ 
３５％ 
１５％ 

５％ 
 

１５％ 
３％ 

 
 

４０％ 
３０％ 
１５％ 

 
６０％ 
５０％ 
３５％ 

５％ 
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八 手指の障害 
（一） 一手のಟ指を指関節（指節間関節）以上で失ったとき。 
（二） 一手のಟ指の機能に著しい障害を残すとき。 
（三） ಟ指以外の一指を第二指関節（遠位指節間関節）以上で失ったとき。 
（四） ಟ指以外の一指の機能に著しい障害を残すとき。 

九 足指の障害 
（一） 一足の第一足指を趾

し

関節（指節間関節）以上で失ったとき。 
（二） 一足の第一足指の機能に著しい障害を残すとき。 
（三） 第一足指以外の一足指を第二趾

し

関節（遠位指節間関節）以上で失ったとき。 
（四） 第一足指以外の一足指の機能に著しい障害を残すとき。 

十 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。 
 

 
２０％ 
１５％ 

８％ 
５％ 

 
１０％ 

８％ 
５％ 
３％ 

１００％ 

注 第七号、第八号及び第九号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 

 
 
 

別表第三（第八条第二項関係） 

一 両眼のጌ正視ৡがس・س౽以下になっていること。 
二 そしゃく又は言語の機能を失っていること。 
三 両耳のലৡを失っていること。 
四 両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。 
五 一下肢の機能を失っていること。 
౽ 胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 
七 神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 
八 その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。 

（注） 第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 
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４，手配ষ契約の 
 

第一章／総 則 

（適用範囲）  
第一条   当社が旅ষ者との間で締結する手配旅ষ契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのな

い事項については、法ഥ又は一般に確য়された慣習によります。 
２ 当社が法ഥに反せず、かつ、旅ষ者の勘匏にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定

にかかわらず、その特約が優先します。  
（用語の定義）  
第二条   この約款で「手配旅ষ契約」とは、当社が旅ষ者の卑により、旅ষ者のために代৶、媒捈又は取次をす

ること等により旅ষ者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅ষに関するサービス（以下
「旅ষサービス」といいます。）の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。 

２ この約款で「国内旅ষ」とは、本ഺ内のみの旅ষをいい、「匈外旅ষ」とは、国内旅ষ以外の旅ষをいいま
す。 

３ この約款で「旅ষ代স」とは、当社が旅ষサービスを手配するために、運൛、宿泊厄その他の運送・宿泊機
関等に対して支払う費用及び当社所定の旅ষ業務取扱厄স（変ಌ手続厄স及び取消手続厄সを除
きます。）をいいます。 

４ この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社（以下「提携会社」といいます。）のカード
会員との間で電話、ഖ、ファクシミリその他の通信手掀による申込みを受けて締結する手配旅ষ契約であ
って、当社が旅ষ者に対して有する手配旅ষ契約に基づく旅ষ代স等に係る債権又は債務を、当該債権
又は債務が၎ষされるべき日以ఋに別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、
旅ষ者があらかじめഅဍし、かつ旅ষ代স等を第十౽条第二項又は第五項に定める方法により支払うこと
を内容とする手配旅ষ契約をいいます。 

５ この部で「電子അဍ通知」とは、契約の申込みに対するഅဍの通知であって、午匔通信の叒挘を匏用する
方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機（以下「電子計算機等」
といいます。）と旅ষ者が使用する電子計算機等とを捴続する電気通信回線を通じて送信する方法により
ষうものをいいます。 

６ この約款で「カード匏用日」とは、旅ষ者又は当社が手配旅ষ契約に基づく旅ষ代স等の支払又は払戻
債務を၎ষすべき日をいいます。  

（手配債務の終വ）  
第三条   当社がఒ拖な拻৶者の注勪をもって旅ষサービスの手配をしたときは、手配旅ষ契約に基づく当社の債務

の၎ষは終വします。したがって、満員、೬業、条件勘適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅
ষサービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅ষ者
は、当社に対し、当社所定の旅ষ業務取扱厄স（以下「取扱厄স」といいます。）を支払わなければなり
ません。通信契約を締結した場合においては、カード匏用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅ষサ
ービスの提供をする契約を締結できなかった຺、旅ষ者に通知した日とします。 

（手配代ষ者）  
第四条   当社は、手配旅ষ契約の၎ষに当たって、手配の全部又は一部を本ഺ内又は本ഺ外の他の旅ষ業者、
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手配を業としてষう者その他の補捉者に代ষさせることがあります。 
 

第二章／契約のਛয় 

（契約の申込み）  
第五条   当社と手配旅ষ契約を締結しようとする旅ষ者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が

別に定めるস額の申込সとともに、当社に提出しなければなりません。  
２ 当社と通信契約を締結しようとする旅ষ者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及びൂしようとする旅

ষサービスの内容を当社に通知しなければなりません。 
３ 第一項の申込সは、旅ষ代স、取消厄その他の旅ষ者が当社に支払うべきসබの一部として取り扱いま

す。  
（契約締結の拒否）  
第౽条   当社は、次に掲げる場合において、手配旅ষ契約の締結に応じないことがあります。  

一 通信契約を締結しようとする場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効である等、旅ষ者
が旅ষ代স等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。 

二 旅ষ者が、ചৡ団員、ചৡ団準構成員、ചৡ団関係者、ചৡ団関係企業又は匫会屋等その他
の反社会的厕ৡであると認められるとき。 

三 旅ষ者が、当社に対してചৡ的な要求ষನ、勘当な要求ষನ、取引に関してะ的な言動拊しく
はചৡを用いるষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 

四 旅ষ者が、掵説を及ഘし、計を用い拊しくは๏ৡを用いて当社の信用をᛡ損し拊しくは当社の業
務を࿉害するষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 

五 その他当社の業務上の都合があるとき。 
（契約の成য়時期）  
第七条   手配旅ষ契約は、当社が契約の締結をഅဍし、第五条第一項の申込সを受৶した時に成য়するものとし

ます。 
２ 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みをഅဍする຺の通知を発した時に

成য়するものとします。ただし、当該契約において電子അဍ通知を発する場合は、当該通知が旅ষ者にง
達した時に成য়するものとします。 

（契約成য়の特則） 
第八条   当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込সの支払いを受けることなく、契

約の締結のഅဍのみにより手配旅ষ契約を成য়させることがあります。  
２ 前項の場合において、手配旅ষ契約の成য়時期は、前項の書面において明らかにします。  

（乗区券及び宿泊券等の特則）  
第九条   当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを

目的とする手配旅ষ契約であって旅ষ代সと引ఌえに当該旅ষサービスの提供を受ける権匏を表示した書
面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。 

２ 前項の場合において、手配旅ষ契約は、当社が契約の締結をഅဍした時に成য়するものとします。 
（契約書面）  
第十条   当社は、手配旅ষ契約の成য়後捠やかに、旅ষ者に、旅ষ日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সその他

の旅ষ条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面（以下「契約書面」といいます。）を交付します。
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ただし、当社が手配するすべての旅ষサービスについて乗区券類、宿泊券その他の旅ষサービスの提供を受
ける権匏を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。 

２ 前項本卽の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅ষ契約により手配する義務を負う旅ষサー
ビスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。 

（午匔通信の叒挘を匏用する方法）  
第十一条  当社は、あらかじめ旅ষ者のഅဍを得て、手配旅ষ契約を締結しようとするときに旅ষ者に交付する旅ষ

日程、旅ষサービスの内容、旅ষ代সその他の旅ষ条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面
又は契約書面の交付に代えて、午匔通信の叒挘を匏用する方法により当該書面に記載すべき事項（以
下この条において「記載事項」といいます。）を提供したときは、旅ষ者の使用する通信機器に備えられたフ
ァイルに記載事項が記録されたことを確認します。 

２ 前項の場合において、旅ষ者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられてい
ないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル（掭ら当該旅ষ者の用に供するものに限りま
す。）に記載事項を記録し、旅ষ者が記載事項をၡ༮したことを確認します。 

 

第三章／契約のಌ峝解除 

（契約内容の変ಌ）  
第十二条  旅ষ者は、当社に対し、旅ষ日程、旅ষサービスの内容その他の手配旅ষ契約の内容を変ಌするよう求

めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅ষ者の求めに応じます。  
２ 前項の旅ষ者の求めにより手配旅ষ契約の内容を変ಌする場合、旅ষ者は、既にവした手配を取り

消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消厄、挆約厄その他の手配の変ಌに要する費用を負担する
ほか、当社に対し、当社所定の変ಌ手続厄সを支払わなければなりません。また、当該手配旅ষ契約の
内容の変ಌによって生ずる旅ষ代সの増加又は減少は旅ষ者に帰属するものとします。 

（旅ষ者による任勪解除）  
第十三条  旅ষ者は、いつでも手配旅ষ契約の全部又は一部を解除することができます。  

２ 前項の規定に基づいて手配旅ষ契約が解除されたときは、旅ষ者は、既に旅ষ者が提供を受けた旅ষ
サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅ষサービスに係る取消厄、挆約厄その他の運送・
宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取
消手続厄স及び当社が得るはずであった取扱厄সを支払わなければなりません。 

（旅ষ者の責に帰すべき事由による解除）  
第十四条  当社は、次に掲げる場合において、手配旅ষ契約を解除することがあります。  

一 旅ষ者が所定の期日までに旅ষ代সを支払わないとき。 
二 通信契約を締結した場合であって、旅ষ者の有するクレジットカードが無効になる等、旅ষ者が旅ষ

代স等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。 
三 旅ষ者が第౽条第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき。 

２ 前項の規定に基づいて手配旅ষ契約が解除されたときは、旅ষ者は、いまだ提供を受けていない旅ষサ
ービスに係る取消厄、挆約厄その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなけれ
ばならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続厄স及び当社が得るはずであった取
扱厄সを支払わなければなりません。 
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（当社の責に帰すべき事由による解除）  
第十五条  旅ষ者は、当社の責に帰すべき事由により旅ষサービスの手配が勘可能になったときは、手配旅ষ契約を

解除することができます。  
２ 前項の規定に基づいて手配旅ষ契約が解除されたときは、当社は、旅ষ者が既にその提供を受けた旅ষ

サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用
を除いて、既に収受した旅ষ代সを旅ষ者に払い戻します。 

３ 前項の規定は、旅ষ者の当社に対する損害賠償の請求を࿉げるものではありません。 
 

第四章／ষ৻স 

（旅ষ代স）  
第十౽条  旅ষ者は、旅ষ開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅ষ代সを支払わなければなりません。 

２ 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の署名なくして旅ষ
代সの支払いを受けます。この場合において、カード匏用日は、当社が確定した旅ষサービスの内容を旅
ষ者に通知した日とします。 

３ 当社は、旅ষ開始前において、運送・宿泊機関等の運൛・厄সの匳ၖ、ನ替相場の変動その他の事由
により旅ষ代সの変動を生じた場合は、当該旅ষ代সを変ಌすることがあります。 

４ 前項の場合において、旅ষ代সの増加又は減少は、旅ষ者に帰属するものとします。 
５ 当社は、旅ষ者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅ষ者が負担す

べき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の捱掦への旅ষ者の署名なくして当該
費用等の支払いを受けます。この場合において、カード匏用日は旅ষ者が当社に支払うべき費用等の額
又は当社が旅ষ者に払い戻すべき額を、当社が旅ষ者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項
第二号の規定により当社が手配旅ষ契約を解除した場合は、旅ষ者は、当社の定める期日までに、当
社の定める支払方法により、旅ষ者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。     

（旅ষ代সの精算）  
第十七条  当社は、当社が旅ষサービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅ষ者の負

担に帰すべきもの及び取扱厄স（以下「精算旅ষ代স」といいます。）と旅ষ代সとして既に収受したস
額とが合ಱしない場合において、旅ষ終വ後、次項及び第三項に定めるところにより捠やかに旅ষ代সの
精算をします。 

２ 精算旅ষ代সが旅ষ代সとして既に収受したস額を超えるときは、旅ষ者は、当社に対し、その挽額を
支払わなければなりません。 

３ 精算旅ষ代সが旅ষ代সとして既に収受したস額に満たないときは、当社は、旅ষ者にその挽額を払い
戻します。 

 

第五章／団体・グループ手配 

（団体・グループ手配） 
第十八条  当社は、同じষ程を同時に旅ষするള数の旅ষ者がその責任ある代表者（以下「契約責任者」といいま

す。）を定めて申し込んだ手配旅ষ契約の締結については、本章の規定を適用します。 
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（契約責任者）  
第十九条  当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅ষ者（以下「構成者」

といいます。）の手配旅ষ契約の締結に関する一卲の代৶権を有しているものとみなし、当該団体・グルー
プに係る旅ষ業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間でষいます。 

２ 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなけ
ればなりません。 

３ 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務について
は、何らの責任を負うものではありません。 

４ 当社は、契約責任者が団体・グループに同ষしない場合、旅ষ開始後においては、あらかじめ契約責任
者が選任した構成者を契約責任者とみなします。  

（契約成য়の特則）  
第二十条  当社は、契約責任者と手配旅ষ契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込

সの支払いを受けることなく手配旅ষ契約の締結をഅဍすることがあります。 
２ 前項の規定に基づき申込সの支払いを受けることなく手配旅ষ契約を締結する場合には、当社は、契約

責任者にその຺を記載した書面を交付するものとし、手配旅ষ契約は、当社が当該書面を交付した時に
成য়するものとします。 

（構成者の変ಌ）  
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変ಌの申出があったときは、可能な限りこれに応じます。 

２ 前項の変ಌによって生じる旅ষ代সの増加又は減少及び当該変ಌに要する費用は、構成者に帰属す
るものとします。 

（添乗サービス）  
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同ষさせ、添乗サービスを提供すること

があります。 
２ 添乗員がষう添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅ষ日程上、団体・グループষ

動をষうために必要な業務とします。 
３ 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。 
４ 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス厄を支払わな

ければなりません。 
 

第౽章／責 任 

（当社の責任） 
第二十三条 当社は、手配旅ষ契約の၎ষに当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代ষさせた

者（以下「手配代ষ者」といいます。）が故勪又は厢失により旅ষ者に損害を与えたときは、その損害を
賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二ফ以内に当社に対して通知があったとき
に限ります。 

２ 旅ষ者が天災地変、戦乱、ച動、運送・宿泊機関等の旅ষサービス提供の中止、厑公署の命ഥその
他の当社又は当社の手配代ষ者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合
を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 

３ 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日か
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ら起算して、国内旅ষにあっては十四日以内に、当社に対して通知があったときに限り、旅ষ者一名につ
き十五万円を限২（当社に故勪又は重大な厢失がある場合を除きます。）として賠償します。  

（旅ষ者の責任） 
第二十四条 旅ষ者の故勪又は厢失により当社が損害を被ったときは、当該旅ষ者は、損害を賠償しなければなりませ

ん。 
２ 旅ষ者は、手配旅ষ契約を締結するに際しては、当社から提供された午匔を活用し、旅ষ者の権匏

義務その他の手配旅ষ契約の内容について৶解するよう努めなければなりません。 
３ 旅ষ者は、旅ষ開始後において、契約書面に記載された旅ষサービスを円ෟに受振するため、万が一

契約書面と౮なる旅ষサービスが提供されたと認掟したときは、旅ষ地において捠やかにその຺を当社、
当社の手配代ষ者又は当該旅ষサービス提供者に申し出なければなりません。 

 

第七章／ఉੋਜ৳স 

（弁済業務保証স） 
第二十五条 当社は、一般社団法人 全国旅ষ業匞会（東京都港区赤坂 4 丁目 2 番１９号赤坂シャスタイースト

ビル）の保証社員になっております。 
２ 当社と手配旅ষ契約を締結した旅ষ者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般

社団法人 全国旅ষ業匞会が供している弁済業務保証সから１，１００万円に達するまで弁済を
受けることができます。 

３ 当社は、旅ষ業法第二十二条の十第一項の規定に基づき、一般社団法人 全国旅ষ業匞会に弁済
業務保証স分担সをವ付しておりますので、同法第七条第一項に基づく協業保証সは供しておりま
せん。 
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５，ষৼ契約の 
 
（適用範囲） 
第一条 当社が旅ষ者との間で締結する旅ষ相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事

項については、法ഥ又は一般に確য়された慣習によります。 
２ 当社が法ഥに反せず、かつ、旅ষ者に勘匏にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にか

かわらず、その特約が優先します。 
（旅ষ相談契約の定義） 
第二条 この約款で「旅ষ相談契約」とは、当社が相談に対する旅ষ業務取扱厄স（以下「相談厄স」といいます。）

を収受することを約して、旅ষ者の卑により、次に掲げる業務をষうことを引き受ける契約をいいます。 
一 旅ষ者が旅ষの計画を作成するために必要な捉言 
二 旅ষの計画の作成 
三 旅ষに必要な経費のৄ捑り 
四 旅ষ地及び運送・宿泊機関等に関する午匔提供 
五 その他旅ষに必要な捉言及び午匔提供 

（契約の成য়） 
第三条 当社と旅ষ相談契約を締結しようとする旅ষ者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければな

りません。 
２ 旅ষ相談契約は、当社が契約の締結をഅဍし、前項の申込書を受৶した時に成য়するものとします。 
３ 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、ഖ、ファクシミリその他の通信手

掀による旅ষ相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅ষ相談契約は、当社が契
約の締結をഅဍした時に成য়するものとします。 

４ 当社は、次に掲げる場合において、旅ষ相談契約の締結に応じないことがあります。 
一 旅ষ者の相談内容が公序拖Ⴓに反し、拊しくは旅ষ地において施ষされている法ഥに挆反するおそれ

があるものであるとき。 
二 旅ষ者が、ചৡ団員、ചৡ団準構成員、ചৡ団関係者、ചৡ団関係企業又は匫会屋等その他の

反社会的厕ৡであると認められるとき。 
三 旅ষ者が、当社に対してചৡ的な要求ষನ、勘当な要求ষನ、取引に関してะ的な言動拊しく

はചৡを用いるষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
四 旅ষ者が、掵説を及ഘし、計を用い拊しくは๏ৡを用いて当社の信用をᛡ損し拊しくは当社の業務

を࿉害するষನ又はこれらに準ずるষನをষったとき。 
五 その他当社の業務上の都合があるとき。 

（相談厄স） 
第四条 当社が第二条に掲げる業務をষったときは、旅ষ者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相

談厄সを支払わなければなりません。 
（契約の解除） 
第五条 当社は、旅ষ者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したときは、旅ষ相

談契約を解除することがあります。 
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（当社の責任） 
第౽条 当社は、旅ষ相談契約の၎ষに当たって、当社が故勪又は厢失により旅ষ者に損害を与えたときは、その損

害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して౽月以内に当社に対して通知があったとき
に限ります。 

２ 当社は、当社が作成した旅ষの計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを
保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供す
る運送、宿泊その他の旅ষに関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、当社はその責任を
負うものではありません。 

 


